
（
財
政
金
融
委
員
会
）

金
融
商
品
取
引
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
六
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
適
格
機
関
投
資
家
等
特
例
業
務
（
プ
ロ
向
け
フ
ァ
ン
ド
）
に
関
す
る
特
例
制
度
を
め
ぐ
る
昨
今
の
状
況
を
踏

ま
え
、
成
長
資
金
の
円
滑
な
供
給
を
確
保
し
つ
つ
、
投
資
者
の
保
護
を
図
る
た
め
、
適
格
機
関
投
資
家
等
特
例
業
務
を
行
う
者

（
届
出
者
）
に
つ
い
て
、
一
定
の
欠
格
事
由
を
定
め
、
契
約
の
概
要
及
び
リ
ス
ク
を
説
明
す
る
た
め
の
書
面
の
契
約
締
結
前
の

交
付
の
義
務
付
け
等
を
行
う
と
と
も
に
、
業
務
改
善
命
令
、
業
務
停
止
命
令
等
の
監
督
上
の
処
分
を
導
入
す
る
等
の
措
置
を
講

ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
届
出
者
の
要
件
等

１

届
出
者
の
欠
格
事
由
（
金
融
商
品
取
引
業
の
登
録
取
消
し
や
特
例
業
務
の
廃
止
命
令
を
受
け
て
か
ら
五
年
間
は
特
例
業

務
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
す
る
等
）
を
定
め
る
。

２

届
出
書
の
記
載
事
項
を
拡
充
す
る
と
と
も
に
、
届
出
書
等
の
公
表
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
。

３

実
態
を
伴
わ
な
い
適
格
機
関
投
資
家
を
排
除
す
る
た
め
、
特
例
業
務
に
お
け
る
適
格
機
関
投
資
家
の
範
囲
や
要
件
の
設

定
を
可
能
と
す
る
。



二
、
届
出
者
に
対
す
る
行
為
規
制
の
拡
充

１

届
出
者
に
対
し
、
適
合
性
の
原
則
（
顧
客
の
知
識
・
経
験
等
に
照
ら
し
不
適
当
な
勧
誘
の
禁
止
）
や
リ
ス
ク
等
の
説
明

義
務
を
新
た
に
定
め
る
な
ど
、
行
為
規
制
を
拡
充
す
る
。

２

届
出
者
に
対
し
、
事
業
報
告
書
の
作
成
及
び
当
局
へ
の
提
出
、
帳
簿
書
類
の
作
成
及
び
保
存
等
を
義
務
付
け
る
。

三
、
問
題
の
あ
る
届
出
者
へ
の
行
政
対
応
等

届
出
者
に
対
す
る
監
督
上
の
処
分
と
し
て
業
務
改
善
命
令
、
業
務
停
止
命
令
、
業
務
廃
止
命
令
を
可
能
と
す
る
と
と
も

に
、
無
届
出
者
等
に
対
す
る
罰
則
を
強
化
す
る
。

四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


